
業務委託仕様書 

 

１ 委託業務概要 

(1) 委託業務名称 

警備業務 

(2) 警備対象施設 

ア 福島ロボットテストフィールド（施設警備・機械警備） 

南相馬市原町区萱浜字新赤沼８３番 南相馬市復興工業団地内 

イ 浪江滑走路附属格納庫（機械警備） 

双葉郡浪江町大字棚塩字東赤坂８９番 浪江町棚塩産業団地内 

(3) 委託期間 

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

(4) 委託者 

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構（以下「甲」という。） 

(5) 業務目的 

福島ロボットテストフィールド（以下「ＲＴＦ」という。）の警備対象施設にかかる

盗難、火災及び不法行為の防止、または異常事態発生時の被害拡大防止をすることで

施設利用者の安全確保や建物その他の財産を保護する。 

 

２ 業務内容 

（1）警備対象施設に係る機械警備に関する業務 

（2）上記（1）の機械警備のために設置した各種機器の保守管理に関する業務 

（3）警備業務実施後の記録及び報告に関する業務 

（4）その他必要と認められる業務 

 

３ 機械警備の設置 

受託者（以下「乙」という。）は、防犯センサー及び防災感知器その他の器具によ

り、警備業務時間中、当該警報器より感知される異常の有無を乙の管制本部に警備用通

信回線等を通じ、自動的に通報する常時監視機械警備システムを設置貸与し、甲の専有

に供するものとする。 

なお、機械警備の設置及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。 

 

４ 資格要件 

乙は、次のいずれも満たすものであること。 

(1) 警備業法第２条第１項第１号の業務を行っている者 



(2) 警備業法第４条の規定による都道府県公安委員会から認定を受けていること。 

(3) 県外に本拠地を置く業者にあっては、警備業法第９条の規定による届出書を福島県

公安委員会に届出ていること。 

(4) 警備業法第４３条の規定による即応体制を整備していること。 

 

５ 警備業務の実施 

(1) 警備業務は、別紙「警備業務細目」（以下「細目」という。）により行うこと。 

(2) 上記細目のほか、上記２の業務内容に定めがなくても、当該業務上必要な業務につ

いては誠意を持って行うこと。 

(3) 乙は、警備計画書および業務従事者名簿を提出し、甲の承諾を受けること。 

(4) 乙は、緊急連絡体制図を作成し、甲に提出すること。 

(5) 業務従事者は、業務中において、社員証等の身分証を携行すること。 

(6) 業務中、異常を発見した場合は、直ちに甲と事前に取り決めた方法により適切に処理

し、また、状況に応じて処理前、処理途中、処理後の状況を甲へ報告すること。 

(7) 当該業務に要する光熱水道費は甲の負担とするが、使用する機械警備機器やその通

信費、消耗品等は乙の負担とする。 

(8) 乙は、乙の警報監視センターで警備対象施設からの警報を受信してから 25分以内に

その警備対象施設に対し警備員を常に派遣できる体制をとること。 

  

６ 業務遂行状況の報告及び記録 

(1) 乙は、次の内容を記録し、甲に報告書を提出する。 

ア 機器設置完了報告書（新規工事、変更工事、撤去工事時） 

イ 警備報告書（警備対象施設に警備員を派遣時） 

ウ 機器点検報告書（保守点検時） 

エ 事故発生報告書（異常事態発生時） 

オ 機械警備月次報告書（１カ月ごとの機械警備の状況） 

カ その他甲が必要と認めた内容 

※ オの月次報告書はＷｅｂサイト等により警備状況が閲覧可能な場合、不要とす

る。 

(2) 警備対象施設において事故や異常事態が発生した場合は、その都度速やかに電話若

しくは口頭で甲に報告するとともに、後日、前項エの報告書を提出すること。 

 

７ 業務従事者 

(1) 本業務に従事する警備員は、雇用開始時に身上調査を行い、警備業法第３条第１項

から１１項に該当しない者であること。 



(2) 本業務の従事者は、任務の遂行において、甲の職員及び他の業務従事者との良好な

人間関係の維持に努力し、無用のトラブルを避けるとともに、来館者の対応に際し

ては、言語態度に十分注意すること。 

(3) 甲は、業務従事者として不適当と認めた者については、乙と協議のうえ、交代させ

ることができる。 

 

８ 鍵の保管 

業務の目的のため、甲が乙に貸与した施設鍵は乙の責任と厳正な管理のもとに保管す

るものとする。 

 

９ 再委託 

乙は原則として、本委託業務の実施に関わる業務の全部または、一部を再委託しては

ならない。 

 

１０  損害賠償 

(1) 乙は、本契約の履行にあたり、自己の責に帰すべき事由により、警備対象施設及び

甲（甲の管理下にある者を含む。）に損害を与えたときは、その損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、この損害が甲の責めに帰する事由による場合は、この限り

でない。 

(2) 前項において、乙が負担する賠償額の限度は、対人賠償及び対象賠償を併せて１事

故につき１０億円とする。 

(3) 乙は、第１項に規定する損害を与えたときは、損害が発生した日から起算して７日

以内に書面より甲に通知すること。 

 

１１  業務管理 

(1) 乙は、本委託業務を遂行するに当たり、関係諸法令の基準に適合するよう業務を行

わなければならない。なお、平常時においても非常時に備えて的確に対処できる体

制を整えておかなければならない。 

(2) 施設のトラブル等の発生または発生が予知される場合には、速やかに甲に連絡通報

し、その指示に従わなければならない。 

 

１２  その他 

この仕様書に定めのない事項については、甲の指示に従うものとし、指示されない

事項であっても当然必要な業務等は良識ある判断に基づいて行わなければならない。 

 



１３  疑義 

この仕様書に疑義が生じたときは、甲、乙協議のうえ定めるものとする。 

 

 

 



別紙 

警備業務細目 

 

１ 業務内容 

⑴ 機械警備機器の設置及び撤去 

ア 乙は、機械警備業務を行うに当たり機械警備機器を設置、交換、修繕 

する場合は、事前に甲の承諾を受けること。また、甲と事前に調整した 

上で、甲の監督の下に実施すること。 

イ 各エリア（棟）の機械警備開始日は令和５年４月１日とする。 

ウ 乙は、アを実施するに当たり、委託期間中、機械警備業務を実施でき 

ない期間がある場合は、それに代わる人的警備業務等を実施する。 

エ 乙は、契約期間の終了、契約の解除又は契約の変更等により乙所有の 

機械警備機器を撤去する必要がある場合は、甲の指定する期日までに甲 

の承諾、監督の下に撤去すること。また、機械警備機器の設置個所につ 

いて、設置したことが原因で修繕を要すると甲が認めた場合は、乙は乙 

の費用で修繕する。 

オ 機械警備機器の設置、交換、修繕、撤去及び機械警備に代わる人的警 

備等に係る費用は、乙が負担する。 

⑵ 侵入、火災、その他の異常事態の感知 

警備対象で発生した異常事態信号を乙の警報監視センターへ自動的に送 

信する。 

⑶ 異常事態発生時における乙の警備員の派遣、現場確認及び被害拡大防止 

乙は、警報監視装置により異常事態信号を受信した時は、乙の警備員を 

警備対象に派遣し、現場を確認するとともに被害の拡大防止にあたる。 

⑷ 関係先への通報及び連絡 

警備対象に到着した乙の警備員は、異常事態を確認後、乙の警報監視セ 

ンターへその状況を報告するとともに、必要に応じて警察や消防等関係先 

へ通報する。また、異常事態の詳細を甲が指定した緊急連絡先へ連絡す 

る。 

⑸ 機械警備機器や乙の警報監視センター装置の点検、調整及び修理 

機械警備機器等の機能について、乙は乙の費用負担にて適宜保守点検を 

行い、正常作動を確認するとともに、機器の故障等により作動に異常が生 

じたときは、遅滞なく警備上の安全措置を講ずること。 

⑹ 警備実施時間 

警備実施時間は、全日 24時間とする。 

⑺ 緊急連絡先の指定 

ア 甲は、あらかじめ緊急連絡先を指定し、その連絡先を乙に通知する。 

イ 前項アの緊急連絡先に変更がある場合、甲は、その都度遅滞なく変更 

したその連絡先を乙に通知する。 

 



別紙 

２ 機械警備機器のシステム概要 

⑴ 侵入警報 

機械警備機器の設置位置は付図のとおりとし、システムの要件は次のと 

おりとする。 

ア 研究棟 

次のエリアで警備区域を分割し、それぞれに非接触カード式の警備Ｏ 

Ｎ／ＯＦＦ操作器（以下「カードリーダー」と言う。）又は事務室に設 

置の警報集中監視装置（以下「警報盤」と言う。）による警備ＯＮ／Ｏ 

ＦＦを操作する。 

(ｱ) 個別カードリーダーによる警備ＯＮ／ＯＦＦ 

ａ 研究棟Ａ棟メインエリア(事務室、所長室、１０１号室、１０２ 

号室、機器分析室、防塵試験室、倉庫４、加工室、環境測定室、作 

業室１、サーバー室、総合管制室) 

ｂ 研究室１～１６ 

ｃ １０１号室 

ｄ １０２号室 

ｅ ２０１号室 

ｆ ２０２号室 

ｇ ２０３号室 

ｈ ２０４号室 

ｉ 保管庫 

ｊ 貸出倉庫１～６ 

(ｲ) 警報盤による警備ＯＮ／ＯＦＦ 

研究棟Ｂ棟、研究棟Ｃ棟 

(ｳ) 上記(ｱ)及び(ｲ)による警備ＯＮ／ＯＦＦ 

ａ 研究棟南側共用部エリア（職員通用口、風除室１、エントランス 

ホール、ホワイエ、廊下１、廊下２、廊下４、廊下５） 

研究棟Ａ棟メインエリアに連動する。 

ｂ 研究棟北側共用部エリア（研究者通用口、風除室２、風除室３、 

廊下６、廊下６－２、廊下７、廊下８、廊下９、廊下１０、２階ラ 

ウンジ） 

研究棟Ａ棟メインエリアおよび研究室１～１６の両方の警備セッ 

トに連動し警備セットになり、前述のうち１カ所の警備解除に連動 

して警備解除となる。 

(ｴ) 既設電気錠との連動 

各エリア、各室のカードリーダーは、扉電気錠と連動させ、警備が 

ＯＮ状態のときは電気錠が開錠しない設定とする。ただし、電気錠が 

設置されていない扉にあっては、警備ＯＮの状態時に扉を開放できな 

くなる機器を設置すること。 



別紙 

イ 南相馬地内の研究棟を除く施設 

機械警備のＯＮ／ＯＦＦは、研究棟の警報盤で操作する。 

ウ 浪江滑走路附属格納庫 

カードリーダーにより警備ＯＮ／ＯＦＦ操作する。 

⑵ 火災警報 

ア 南相馬地内の施設 

研究棟内の自動火災報知設備の移報端子から警報盤に接続し、２４時 

間監視する。 

イ 浪江滑走路附属格納庫 

簡易整備室内の自動火災報知設備の移報端子から警報盤に接続し、２ 

４時間監視する。 

⑶ その他の警報 

ア 出動要請ボタン 

研究棟２階ラウンジに非常押しボタンを設置し、研究室入居者が警備 

員の緊急出動要請を行う。（警備員の出動は有料とし、出動料金および 

請求先は別途調整する。） 

イ 停電（５分以上継続するものに限る）及び警報送信用回線の断線は、 

２４時間監視する。 

⑷ カードリーダーの種類 

カードリーダーは既設の電気錠開錠装置用ＩＣカード（Ｆｅｌｉｃａカ 

ード）対応のものとし、ＩＣカードを共有できるものとすること。 

３ 臨時出動 

⑴ 臨時出動要請 

異常信号を受信していない場合において、甲の要請を乙が承諾し臨時で 

警備員の出動要請を行う。（警備員の出動は有料とし、出動料金および請求 

先は別途調整する。） 

⑵ 浪江滑走路附属格納庫 

甲の指定する日時に当該施設の開錠及び鍵の貸出し業務行う。指定日時 

及び業務内容の通知については、該当日の１０日前までに甲より乙へ書面

にて通知するものとする。警備員の出動料金については、５出動分まで委

託料金に含むものとし、それ以降の出動については別途相談とする。 

 



名　　　　　称通番
凡 例

記　号
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

空間ｾﾝｻｰ(面警戒型)

制御装置　
KB 非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ

開閉ｾﾝｻｰ
ｼｬｯﾀｾﾝｻ-

空間ｾﾝｻｰ(立体警戒型)

開閉ｾﾝｻｰ
ｶﾞﾗｽ破壊音ｾﾝｻｰ
ﾒｯｾｰｼﾞｾﾝｻｰ

T

WA

NA

GA

電磁錠

ﾏﾙﾁｴﾘｱｺﾝﾄﾛｰﾗｰⅡ MA-C219-FEMA-C219-FE

S

小型電気錠
空間ｾﾝｻｰ(立体警戒型）WT
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ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙへ 幹線ｼﾞｮｲﾝﾄ
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